
メディカルサポート部

令和８年度診療報酬改定の概要
急性期（一般急性期・地域中核）

高度急性期（特定機能・大学・三次救急）

本資料は、令和8年3月5日付告示の内容に基づき作成したものです。
今後、疑義解釈通知等により内容が改訂される可能性がございます。
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急性期入院料の本改定特徴＜救急搬送受入件数や全身麻酔手術等が要件化：機能分化促進＞
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急性期改定の特徴

2026年度改定では、機能分化を促進する仕組みとして「救急搬送受入（入院）件数」「全身麻酔手術件数」の要件となる項目が新たに設けられる。

【救急搬送受入（入院）件数、全身麻酔手術が要件となる項目】

分野 項目 主な内容

急性期

急性期病院一般入院基本料

入院基本料A：救急搬送受入2,000件以上＋全麻手術1,200件以上
入院基本料B：①救急搬送受入1,500件以上

➁救急搬送受入 500件以上＋全麻手術500件以上
                    ➂（人口20万未満）救急搬送 2次医療圏最大＋1,000件以上

DPC

基礎係数の「DPC標準病院」を下記のいずれかを満たす・満たさないで区別
① 救急搬送での入院700人以上
➁ 救急搬送での入院200人以上＋全麻手術500人以上
➂（人口20万以下）救急搬送 2次医療圏最大＋400人以上
➂（離島のみの２次医療圏）救急搬送 2次医療圏最大

重症度、医療・看護必要度
救急搬送患者の受け入れ状況などを踏まえた加算を設定
病床数あたりの年間救急搬送受入件数 × 0.005

高度急性期
特定集中治療室管理料
ハイケアユニット入院管理料

下記のいずれかを満たす
①救急搬送受入1,000件以上（医療資源が少ない地域 800件以上）
➁全麻手術1,000件以上（医療資源が少ない地域 800件以上）
➂（小児・新生児ICU等病床5割以上）
救急搬送受入500件以上（医療資源が少ない地域 250件以上）

救急医療 救急外来医学管理料
管理料１：救急搬送受入 1,500件以上（医療資源が少ない地域 1200件以上）
管理料２：救急搬送受入 800件以上（医療資源が少ない地域 640件以上）



機能分化と多職種連携病棟の設置
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急性期改定の特徴

厚生労働省＿令和 8年度診療報酬改定説明会資料より抜粋



急性期病院一般入院基本料等の新設
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１. 急性期病院

地域で病院が果たしている救急搬送の受入や手術等の急性期機能に着目し、地域ごとの急性期の病院機能を確保する観点から、病院の機能に着目
した施設基準を設け、体制整備も含めた新たな評価を行う。

急性期病院一般入院基本料 急性期一般病棟入基料

A（急性期拠点病院） B（一般急性期病院） １～６（急性期病棟）

点数（1日あたり） １９３０点（急性期一般１＋５６点） １６４３点（急性期一般４＋４６点） １５２３点～１８７４点

看護配置 ７対１ １０対１ ７対１ or １０対１

平均在院日数 １６日以内 ２０日以内 16日（入院料１） or 21日以内

在宅復帰率 ８０％以上 ― ８０％以上（入院料１）

DPC DPC病院 ー

看護必要度（Ⅱ）
必要度Ⅰ：基準①：２８％以上、基準②：３５％以上

必要度Ⅱ：基準①：２７％以上、基準②：３４％以上
入院料１が同等

看護必要度Ⅱ 原則必須 ４００床以上は必須 200床以上の入院料１必須

救急体制 2次救急、（高度）救命C、総合周産C、24h対応 ２次救急・救急告示、24h救急対応

要件なし

地ケア・地メディ 地メディ・地ケアの届出なし ※経過措置あり 地メディの届出なし ※経過措置あり

看護師長等の要件 院内に「看護師長と同等5年以上の経験＋看護管理者研修（180時間以上）の配置」が望ましい

救急の実績（年間）
救急搬送2,000件以上＋全麻手術1,200件以上

下記のいずれか
①救急搬送1,500件以上
➁救急搬送 500件以上＋全麻手術500件以上
（人口20万未満）
➂救急搬送 2次医療圏最大＋1000件以上

【急性期病院一般入院基本料の主な内容】



多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制に係る評価の新設➀
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2. 多職種連携

更なる生産年齢人口の減少に伴って医療従事者確保の制約が増す中でも、患者像に合わせた専門的な治療やケアを提供し、患者のADLの維持・向

上等に係る取組を推進するため、重症度、医療・看護必要度の高い高齢者等が主に入棟する病棟において、看護職員や他の医療職種が協働して病
棟業務を行う体制について、新たな評価を行う。

10対１
急性期一般４/急性期病院Ｂ

25対１
多職種（看護＋リハ、管理栄養士、検査技師等）の配置

⚫ 入院料のイメージ

項目名 加算対象 点数（１日につき）

看護・多職種協働加算１ 急性期一般４ ２７７点

看護・多職種協働加算２ 急性期病院Ｂ ２５５点

⚫ 点数の構成

⚫ 主な施設基準

項目 内容

多職種配置 ２５対１

入院料 急性期一般４ もしくは 急性期病院Ｂ

看護必要度

急性期一般１
と同等程度

必要度Ⅱ：基準➀２７％以上、基
準➁３４％以上

平均在院日数 １６日以内

在宅復帰率 ８０％以上

医師配置 １０対１

その他

多職種協働の目標や各職種が行う業務内容、情
報共有の方法等について、文書で整理し、配置さ
れる多職種間で共有

病院の医療従事者の負担の軽減
処遇の改善に資する体制が整備

⚫ 急性期４＋多職種加算１ ＝ １,８７４点 ＝ 急性期１
⚫ 急性期Ｂ＋多職種加算１ ＝ １,８９８点 ＞ 急性期１

7
対
１
と
同
等
程
度



多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制に係る評価の新設➁
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2. 多職種連携

⚫ 25対１の配置人員イメージ（7対１病棟との比較）
⚫ 多職種の業務例

厚生労働省＿令和 8年度診療報酬改定説明会資料より抜粋



一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し ➀
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3. 看護必要度

救急搬送症例や手術なし症例における重症度、医療・看護必要度の適切な評価を進める観点から、重症度、医療・看護必要度によ
る評価の方法を見直す。

【急性期病院一般入院基本料の主な内容】

1. A項目（抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ））、C項目（救命等に係る内科的治療、別に定める検査・手術）の追加

2. 該当患者割合に、対象病棟における１病床あたりの救急搬送受入件数 に応じた加算を追加

※ 急性期における入院基本料等が対象

3. Ｂ項目の測定対象日を入院後４日間及び以降７日毎とし、測定日以外は、直近の評価で代替可能
※ 今までどおりの毎日測定でも可

【Ｂ項目測定変更の例】

厚生労働省＿令和 8年度診療報酬改定説明会資料より抜粋



一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し ➁
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3. 看護必要度

1. A項目（抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ））、C項目（救命等に係る内科的治療、別に定める検査・手術）の追加

区分 分類 名称 点数

A6 ①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ） 医薬品
ホリナートカルシウム注射

３点
ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）注射

区分 分類 名称 日数

C21

救
命
等
に
係
る
内
科
的
治
療

注射

中心静脈注射用カテーテル挿入

４日間

脳脊髄腔注射（腰椎）

カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

処置

腰椎穿刺

吸着式血液浄化法

カウンターショック（その他）

持続緩徐式血液濾過

エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法

手術

経皮経肝胆管ステント挿入術

内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術

経皮経肝バルーン拡張術

C22

別
に
定
め
る
検
査

検査

ＥＦ－気管支

２日間

経気管肺生検法

超音波検査（心臓超音波検査）（経食道心エコー法）

組織試験採取、切採法（心筋）

ＥＢＵＳ－ＴＢＮＡ

気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査

区分 名称 日数

C23

別
に
定
め
る
手
術

内シャント設置術

５日間

胸水・腹水濾過濃縮再静注法

胃瘻造設術

（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）

経皮的胆管ドレナージ術

膵嚢胞外瘻造設術（内視鏡によるもの）

体外衝撃波胆石破砕術（一連につき）

小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡によるもの）

経皮的肝膿瘍ドレナージ術

経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術

内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術

造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）

内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術

経皮経食道胃管挿入術（ＰＴＥＧ）

下部消化管ステント留置術

体外衝撃波膵石破砕術（一連につき）

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（一連として）（腹腔鏡によるもの）

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法（一連として）（その他のもの）

薬剤投与用胃瘻造設術

⚫ A項目の追加項目

⚫ C項目の追加項目案



一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し ③
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3. 看護必要度

2. 該当患者割合に、対象病棟における１病床あたりの救急搬送受入件数 に応じた加算を追加

◆ 加算の上限は１０％まで とする 対象 ： 急性期病院、急性期一般、7対１（特定）、
看護・多職種協働加算、急性期総合体制加算、地メディ

厚生 労働 省＿令 和 8 年度 診療 報酬改 定説 明会資 料 よ り 抜粋



一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し ④
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3. 看護必要度

中医協総会第630回（令和7年11月26日開催）資料

2. 該当患者割合に、対象病棟における１病床あたりの救急搬送受入件数 に応じた加算を追加



一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し ⑤
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3. 看護必要度

◆ 看護必要度の増減シミュレーション結果

中医協総会第641回（令和8年1月14日開催）資料



一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し ⑥
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必要度Ⅰ 必要度Ⅱ 必要度Ⅰ 必要度Ⅱ 入院料等 必要度Ⅰ 必要度Ⅱ 必要度Ⅰ 必要度Ⅱ

基準割合① 28% 27% 基準割合① 33% 32%
基準割合② 35% 34% 基準割合② 40% 39%
基準割合① 28% 27% 基準割合① 32% 31%
基準割合② 35% 34% 基準割合② 39% 38%
基準割合① 21% 20% 28% 27% 基準割合① 30% 29%
基準割合② 28% 27% 35% 34% 基準割合② 37% 36%

22% 21% 28% 27% 基準割合① 29% 28%

19% 18% 24% 23% 基準割合② 36% 35%

16% 15% 20% 19% 基準割合① 28% 27%

12% 11% 15% 14% 基準割合② 35% 34%
割合① 20% 27% 基準割合① 28% 27%
割合② 27% 34% 基準割合② 35% 34%

8% 7% 8% 7% 18% 17% 18% 17%

割合① 21% 20% 22% 21% 16% 15% 16% 15%

割合② 28% 27% 29% 28% 13% 12% 13% 12%

16% 15% 19% 18% 7% 6% 6% 5%

10% 8% 10% 8% 7% 6% 6% 5%

10% 8% 10% 8% 5% 4% 4% 3%特定一般病棟入院料の注７

急性期一般入院料２

急性期一般入院料３

急性期一般入院料４

７対１入院基本料
（専門病院入院基本料）

急性期一般入院料５

７対１入院基本料（結核病棟入院基本料）

地域包括ケア病棟入院料

７対１入院基本料
（特定機能病院
（一般病棟に限る。））

地域包括医療病棟入院料

改定前

入院料等

急性期一般入院料１

改定後

急性期病院一般入院料B 新設 新設

急性期病院一般入院料A 新設 新設

改定前 改定後

看護職員夜間配置加算

看護補助加算１

新設

急性期総合体制加算４

急性期総合体制加算５

看護・多職種協働加算

看護必要度加算１

看護必要度加算２

新設

新設 新設

看護必要度加算３

急性期看護補助体制加算

急性期総合体制加算１

急性期総合体制加算２

急性期総合体制加算３

◆ 該当患者割合の見直し
該当入院料 該当基準

急性期病院

急性期一般１

7対１（特定機

能病院・専門
病院）

急性期総合体
制加算

看護・多職種
協働加算

割合①
以下のいずれか
・Ａ３点以上
・Ｃ１点以上

割合➁
以下のいずれか
・Ａ２点以上
・Ｃ１点以上

急性期一般
２ ～ ５等

以下のいずれか
・Ａ得点が２点以上か
つＢ得点が３点以上
・Ａ得点が３点以上
・Ｃ得点が１点以上

地域包括医療
地域包括ケア

等

以下のいずれか
・Ａ得点が２点以上
・Ｃ得点が１点以上

※ 経過措置

令和８年９月３０日

3. 看護必要度

救急患者応需係数の対象



急性期総合体制加算の新設➀
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4. 急性期拠点病院

地域における拠点的な医療機関を評価する観点から、総合入院体制加算及び急性期充実体制加算を見直し、新たな評価を行う。その際、人口の少な
い地域において、救急搬送の受入を最も担う病院について配慮する。

加算１ 加算２ 加算３ 加算４ 加算５

７日以内 ５３０点 ４７０点 ４４０点 ３６０点 ３００点

８日～１１日 ２９０点 ２３０点 ２００点 １５０点 １２０点

１２日～１４日 ２１０点 １５０点 １２０点 ９０点 ６０点

急性期病院
Ａ一般

〇 〇 〇 〇 〇

急性期病院
Ｂ一般

× × × × 〇

急性期病院
Ａ精神

〇 〇 〇 〇 〇

急性期病院
Ｂ精神

× × × × 〇

1. 加算のイメージ 2. 加算点数 、算定可否

厚生 労働 省＿令 和 8 年度 診療 報酬改 定説 明会資 料 よ り 抜粋



急性期総合体制加算の新設➁
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4. 急性期拠点病院

加算１ 加算２ 加算３ 加算４ 加算５

総合性

• 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科について標榜・入院医療を提供している。（地域医療構想調整会
議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜・入院医療の提供を行っていなくても良い。）

• 精神科につき24時間対応できる体制があること

• 精神患者の入院受入体制がある

両方満たす いずれかを満たす

① 精神科リエゾンチーム加算又は認知症ケア加算１の届出
② 精神疾患診療体制加算２又は救急搬送患者の入院３日以内の入院精神療法
若しくは救命救急入院料の注２の加算の算定件数が年間20件以上

手術の集積性
（年間実績）

• 全麻酔手術2000件以上 • 全麻手術1200件以上
全麻手術800件以上
(地域最多救急病院除く)

下記アからキのうち
６つ以上及びク、ケ

下記アからキのうち
４つ以上及びク又はケ

下記アからキのうち
５つ以上

下記アからキのうち
３つ以上及びク又はケ

下記アからク及びコ
のうち２つ以上

ア 悪性腫瘍手術400件以上 イ 腹腔鏡下又は胸腔鏡下手術400件以上 ウ 心臓カテーテル法手術200件以上
エ 心臓胸部大血管手術60件以上（加算１及び３では100件） オ 消化管内視鏡手術600件以上
カ 脳神経外科手術50件以上 キ 放射線治療（対外照射法）200例以上
ク 分娩件数100件以上 ケ ６歳未満の手術40件以上
コ 医療提供機能連携加算の届出（地域最多救急病院が加算５を算定する場合に限る）

※地域最多救急病院が加算５を算定する場合、急性期脳卒中加算等10件以上を満たすことで差支えない

救急医療の体制
• 救急時医療情報閲覧機能を有している

高度救命救急C、救命救急C 2次救急、救命救急C

必要度
基準➀ Ⅰ：33％ Ⅱ：32％ Ⅰ：32％ Ⅱ：31％ Ⅰ：30％ Ⅱ：29％ Ⅰ：29％ Ⅱ：28％ Ⅰ：28％ Ⅱ：27％

基準➁ Ⅰ：40％ Ⅱ：39％ Ⅰ：39％ Ⅱ：38％ Ⅰ：37％ Ⅱ：36％ Ⅰ：36％ Ⅱ：35％ Ⅰ：35％ Ⅱ：34％

3. 主な施設基準（総合性、手術の集積性などの一部抜粋）

※ 各項目で経過措置対応あり
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1. 高度急性期 3. ＤＰＣ／PDPS

2. 救急医療



特定機能病院入院基本料の見直し
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１. 高度急性期

特定機能病院について、高度な医療等を提供する拠点としての機能や、地域医療における役割を積極的に果たす機能を評価する観点から、特定機能
病院入院基本料の区分を見直す。

【特定機能病院入院基本料の変更：一般病棟の場合】

全体

７対１入院基本料 １,８２２点

１０対１入院基本料 １,４５８点

A
（大学病院本院）

B
（ナショナルセンター等）

C
（その他）

７対１入院基本料 ２,１４６点 ２,１３６点 ２,０１６点

１０対１入院基本料 １,７７１点 １,７６０点 １,６４２点

承認要件の見直し（３類型）に伴い、入院料の評価区分も変更（＋約２００～３００点：急性期一般より大きい上げ幅）

※ 特定機能病院の名称変更時も、入院料名変更に今後反映



特定集中治療室管理料の見直し ➀
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１. 高度急性期

特定集中治療室を有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評価を行う観点から、特定集中治療室管理料について見直しを行う。

1. 救急搬送受入件数等の要件追加（経過措置：令和8年12月31日まで）

① 支援側

下記のいずれかを満たす

①救急搬送受入1,000件以上（医療資源が少ない地域 800件以上）

➁全麻手術1,000件以上（医療資源が少ない地域 800件以上）

➂（小児・新生児ICU等病床5割以上）

救急搬送受入500件以上（医療資源が少ない地域 250件以上）

広範囲熱傷の場合
・ 入院日数 ６０日以内
・ ８日～６０日に２００点

を加算

入院料種別
広範囲
熱傷

宿日直
医師

ICU管理料 １ ー ×

ICU管理料 ２ ○ ×

ICU管理料 ３ ー ×

ICU管理料 ４ ○ ×

ICU管理料 ５ ー ○

ICU管理料 ６ ○ ○

入院料種別 宿日直
医師

ICU管理料 １ ×

ICU管理料 ２ ○

ICU管理料 ３ ○

2. 入院料体系の簡素化（広範囲熱傷の加算化）
3. 宿日直医師OKの治療室範囲拡大

4. ICU用の看護必要度の見直し

看護必要度の追加項目 点数

蘇生術の施行 A２点

抗不整脈剤の使用 A２点

一時的ペーシング A２点

5. SOFAスコアの一定以上割合変更

入院料種別 SOFAスコア 改定前 改定後

ICU管理料１ ５点以上 10%

以上
２０%
以上ICU管理料２ ３点以上

6. 特定機能病院でも重症患者対応強化加算の届出可

重症対応強化加算
の届出可

① 特定機能病院
② 急性期総合体制加算の届出医療機関

7. 遠隔支援加算の対象見直し

ICU1 ICU２・３

② 被支援側

経過措置：令和8年12月31日まで



特定集中治療室管理料の見直し ➀ ※参考：重症患者対応強化加算の概要
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１. 高度急性期

令和4年度診療報酬改定 厚労省説明会資料に追記

直近６カ月間 で １５％以上 （Ｒ６年度改定で変更）



特定集中治療室管理料の見直し ➁
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１. 高度急性期

１日につき ICU1 ICU2 ICU3

7日以内 14,980点 10,390点 9,390点

８日～１４日以内
※広範囲熱傷 : 60日まで
    CHDF・ECMO：25日まで

臓器移植 ：30日まで

13,371点 8,773点 7,770点

広範囲熱傷管理加算 200点

遠隔支援加算
※点数の変更はなし

ー 980点

◆ 特定集中治療室管理料の点数変更（＋約５００点）
◆ ＩＣＵ用の看護必要度

入院料種別 SOFAスコア 改定前 改定後

ICU管理料１ ５点以上 １０%
以上

２０%
以上ICU管理料２ ３点以上

※ 割合変更なし ICU1 ICU2 ICU3

基準患者割合 ８０％以上 ７０％以上 ７０％以上

※ 救急搬送受入件数等の実績を満たさない場合は、下記の点数を算定

21日以内 ４,４０１点

１日につき ICU1 ICU2 ICU3

常時1名以上治療室内配置
ICU経験５年以上かつ
適切な研修の修了医師２名以上

○ ー ー

宿日直医師可・原則治療室内 × ○ ○

専門看護師週20時間以上勤務 ○ ○ ※ ー

◆ 専任医師等の配置 ※ICU2の専門看護師 経過措置；令和10年5月31日

経過措置；令和8年12月31日

経過措置；令和8年12月31日

中医協総会第637回（令和7年12月19日開催）資料



ハイケアユニット入院医療管理料の見直し
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１. 高度急性期

ハイケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評価を行う観点から、ハイケアユニット入院医療管理料について見直しを行う。

下記のいずれかを満たす

①救急搬送受入1,000件以上（医療資源が少ない地域 800件以上）

➁全麻手術1,000件以上（医療資源が少ない地域 800件以上）

➂（小児・新生児ICU等病床5割以上）

救急搬送受入500件以上（医療資源が少ない地域 250件以上）

※ 割合変更なし ハイケア１ ハイケア２

基準患者割合① ２０％以上 １５％以上

基準患者割合➁ ８０％以上 ６５％以上

3. ハイケア用の看護必要度の見直し

看護必要度の追加項目 点数

抗不整脈剤の使用、一時的ペーシング 基準①・➁新設

ハイケア１ ハイケア２

２１日以内 ７,２０２点 ４,５０１点

2. ハイケアユニット管理料の点数変更（＋約250～300点）

※ 救急搬送受入件数等の実績を満たさない場合は、下記の点数を算定

21日以内 ４,４０１点

1. 救急搬送受入件数等の要件追加（経過措置：令和8年12月31日まで）

中医協総会第637回（令和7年12月19日開催）資料



救命救急入院管理料の見直し
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１. 高度急性期

救命救急入院料１から救命救急入院料４の評価体系について、簡素化の観点からその区分を統合し整理する。

1. 構成変更

入院料種別 基準

救命救急 １
ハイケア評価
（4対１看護）

救命救急 ２
ICU３と同等
（2対１看護）

救命救急 ３
ハイケア評価＋広
範囲熱傷あり

救命救急 ４
ICU３＋

広範囲熱傷あり

入院料種別 基準

救命救急 １
ICU３と同等
(2対１看護）

救命救急 ２
ハイケア評価
（4対１看護）

脳卒中ケアユニット管理料の見直し１. 高度急性期

１日につき 救命救急1 救命救急２

３日以内 １２,３７９点 １０,６２３点

４日～７日 １１,２４０点 ９,６２９点

８日～１４日 ９,８９４点 ８,４６９点

広範囲熱傷管理加算 ２００点

※広範囲熱傷 : 60日まで、CHDF・ECMO：25日まで、臓器移植 ：30日まで

2. 点数変更（＋５００点程度）

脳卒中ケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評価を行う観点から、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について要件を見直す。

2. 実績要件の追加（施設基準）

当該保険医療機関の算定
Ａ２０５－２_超急性期脳卒中加算 ＋ Ｋ１７８－４＿経皮的脳血栓回収術 ≧ 年間２０回

1. 点数変更（＋約３００点） 脳卒中ケアユニット管理料

６,３６５点



救急外来医療に係る評価の再編 ➀
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２. 救急医療

院内トリアージ実施料及び夜間休日救急搬送医学管理料等を見直し、救急外来医療を24時間提供するための人員や設備、検査体制等に応じた新た
な評価を行う。

夜間休日救急搬送医学管理料
６００点＋注加算

２次救急
の時間外救急搬送受入評価

（初診患者のみ）

院内トリアージ実施料
３００点

時間外救急ウォークイン患者の
トリアージ評価
（初診患者のみ）

【救急外来の評価】

下記を廃止・再編

救急外来医学管理料（ 初診・再診ともに算定可）

管理料１ 管理料２ 管理料３

本
点
数

１．救急搬送医学管理料（救急車） ８００点 ６００点 ２００点

２．夜間休日救急医学管理料
（時間外ウォークイン患者）

６００点 ４００点 ５０点

加
算

診
療
行
為

救急外来緊急検査対応加算1 ３００点（血液・細菌検査・CT/MRI・注射・処置等実施時）

救急外来緊急検査対応加算２ ２００点（血液・細菌検査・CT/MRI・注射・処置実施時）

精
神

精神科疾患患者等受入加算
（急性薬物中毒・精神科受診既往） ４００点（受入時）

情
報

救急時医学情報取得加算
（意識障害患者：救急時医療情報閲覧機能
や電子処方箋システムの情報取得）

５０点（月1回）

※

1

時
間
外
救
急
搬
送

土日祝の夜間 ３００点

土日祝夜間（平日）の夜間 ２５０点

土日祝の日中 ２００点

院内トリアージ実施体制加算 ※2 ５０点

※1の加算は、「１.救急搬送医学管理料で算定」 ※2の加算は「夜間休日救急医学管理料」で算定
他に地域連携（小児）夜間・休日診療料でも可



救急外来医療に係る評価の再編 ➁
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２. 救急医療

救急外来医学管理料

管理料１
救急外来緊急検査対応加算1

管理料２
救急外来緊急検査対応加算２

管理料３

救急体制 救命C、2次救急、精神科救急 救急告示病院

救急搬送件数（年間）
１,５００件以上

（医療資源が少ない地域 １,２００件以上）
８００件以上

（医療資源が少ない地域 ６４０件以上）

人
員
体
制

医師
救外専任医師を経験５年以上２名以上

（院内で速やかに救外診療可の場所に配置）
救外専任医師を配置

（院内で速やかに救外診療可の場所に配置）

看護師 救外専任看護師常時配置（複数名が望ましい） 救外専任看護師常時配置（１名以上）

薬剤師、技師 院内に薬剤師、検査技師、放射線技師を配置

救急救命士 配置時には院内研修実施が望ましい

緊急手術体制 緊急呼出で麻酔科医・看護師確保

緊急検査体制 血液検査、CT・MRI実施体制確保

研修
院内職員向けに救急研修
（心肺蘇生・外傷対応）

防災体制 BCP、年１回防災訓練

救急の取組

下記の内、管理料１は２つ、管理料２は１つを実施
ｱ. MC協議会等の参加 イ.消防機関実施のウツタイン様式調査に参加
ｳ.当該医療機関勤務医が消防救命士に特定行為実施の支持要請対応
ｴ.地域連携機関と定期的な検討会実施 オ.救命士の病院実習受入
ｶ.在宅医療関係者と救急医療関係者の協議の場に参加、
在宅療養等に関する救急搬送について情報共有ルール策定

【救急外来医学管理料の主な施設基準】

※ 救急施設（ベッド、機器配置等）に関する要件も別途あり（記載省略）、救急時医学情報取得加算・院内トリアージ実施体制加算等は施設基準別途あり



救急患者連携搬送料の見直し
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２. 救急医療

高次の救急医療機関と他の医療機関との連携を強化し、救急患者の適切な転院搬送の実施及び受入を更に推進する等の観点か
ら、救急患者連携搬送料の要件及び評価を見直す。

【下り搬送の評価】

①

①救急患者連携搬送料１ イ
（自院ｽﾀｯﾌ同乗の下り搬送）

➁救急患者連携搬送料１ロ
（自院ｽﾀｯﾌ以外の下り搬送）

➂救急患者連携搬送料２イ
（搬送先：スタッフ同乗）

④救急患者連携搬送料２ロ
（搬送先：スタッフ同乗なし）

搬送元医療機関 搬送先医療機関
※救命C、急性期総合体制加算の医療機関除く

入院前（外来） ２,４００点 入院前（外来） １,０００点

８００点 ２００点
入院初日 １,２００点 入院初日 ５００点

入院２日目 ８００点 入院２日目 ３５０点

入院３日目 ６００点 入院３日目 ２００点

長時間搬送（30分超） ７００点 長時間搬送（30分超） ７００点

➁ ④
搬送元・搬送先スタッフ同乗なし、民間搬送業者等

※搬送元（三次救急医療機関等）のスタッフ同乗での下り搬送

➂➁

④
※搬送先（二次救急医療機関等）のスタッフ同乗での下り搬送



DPC／PDPSの見直し ➀
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３. DPC／PDPS

DPC/PDPSについて、医療の標準化・効率化を更に推進する観点から、改定全体の方針を踏まえつつ、診断群分類点数表の改定、

医療機関別係数の設定及び算定ルールの見直し等の所要の措置を講ずる。

【医療機関別係数の見直し】

⚫ ３つの医療機関群（大学病院本院群、 DPC 特定病院群、 DPC 標準病院群）の内、
ＤＰＣ標準病院群 を「救急搬送での入院」等の要件にて「１」と「２（１以外）」にわける
R8年度基礎係数 大学本院群：1.1245、特定病院群：1．0769 標準群１：1.0583 標準群2：1.0283

※ 令和10年度改定においては、DPC標準群１は急性期病院Ａ・Ｂ届出が必要の方向性

ＤＰＣ
標準病院群１

① 救急搬送での入院700人以上
➁ 救急搬送での入院200人以上＋全麻手術500人以上
➂（人口20万以下）救急搬送 2次医療圏最大＋400人以上
④（離島のみの２次医療圏）救急搬送 2次医療圏最大

1. 基礎係数の見直し

2. 機能評価係数Ⅱの見直し

複雑性係数 計算の対象を「在院日数・全診断群分類の25％タイル値」に限定（早期の入院・医療資源投入を評価）

地域医療係数

定量評価
指数

ＤＰＣ標準病院群にて変更
・「15歳未満と周産期」と「15歳以上」の区分で評価
・「15歳以上」は、「①がん、②脳卒中及び③心筋梗塞等の心血管疾患」の区分で評価

体制評価
指数

下記の項目評価を追加

⚫ 認定ドナーコーディネーター（R9年度～）の院内配置 ●地域の需要変動へ柔軟に対応できる体制
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３. DPC／PDPS

【診断群分類の見直し】

⚫ 一部の診断群分類について、

入院期間Ⅱを「平均在院日数」→「在院日数の中央値」

へ変更。包括点数を再設定

1. 点数A～Cにおける入院期間Ⅱの見直し

2. 新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの見直し

在院日数の中央値（より短くなる）入院期間
早期化

⚫ 医療資源を最も投入した病名：「新型コロナウイルス感染症」

出来高算定 → ＤＰＣ設定にて包括算定
中医協総会第630回（令和7年11月26日開催）資料に追記



DPC／PDPSの見直し ③
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３. DPC／PDPS

【算定ルールの見直し 】

DPC算定病棟等
DPC非算定病棟等
（地ケアなど）

⚫ DPC制度の再転棟ルールの見直し

DPC算定病棟等

改定前

同じDPC病名（MCD２桁が同じ）にて、
DPC算定病床等からの転棟（①）より、7日以内のDPC算定病床等の
再転棟（➁）は、一連の入院（DPC日数は通算）となる。
→ 7日超を開ければ、DPC日数はリセットされる

改定後

同じDPC病名（MCD２桁が同じ）にて、
DPC算定病床等からの再転棟（➁）は日数に関わらず、一連の入院となる
→ 転棟時の7日超リセットは不可。

※ 「退院後の再入院は7日超でリセット」は継続

転棟① 転棟➁



DPC／PDPSの見直し ④
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３. DPC／PDPS

【様式１の見直し 】

2. 様式１の作成スケジュール（作成のタイミング）

退院・転棟時 退院・転棟及び当該病棟入院９０日後

1. 様式１の提出項目の削除・修正・新設

厚生 労働 省＿令 和 8 年度 診療 報酬改 定説 明会資 料 よ り 抜粋



1. 短期滞在手術等基本料

Ⅰ ． 入院医療の評価
 （３）短期滞在手術等基本料
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32

1. 短期滞在

手術の外来移行を促すとともに、実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について、対象手術等を追加するとともに、要件及び評価
を見直す。

1. 短期滞在手術等基本料１の見直し 項目 改定前 改定後

イ 主として入院で
実施されている
手術の場合

麻酔を伴う場合 ２,９４７点 ２,９４８点

その他の場合 ２,７１８点 ２,７１９点

ロ その他の場合
麻酔を伴う場合 １,５８８点 ７９５点

その他の場合 １,３５９点 ６９０点

解釈番号 項目名 解釈番号 項目名

Ｋ００５
皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）
「３」長径４ｃｍ以上（６歳未満に限る。）

Ｋ２８２
水晶体再建術の「１」眼内レンズを挿入する場合の
「ロ」その他のもの

Ｋ００６
皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）
「３」長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満（６歳未満に限る。）

Ｋ６１６－４ 経皮的シャント拡張術・血栓除去術「１」初回

Ｋ００８ 腋臭症手術 Ｋ６１６－４
経皮的シャント拡張術・血栓除去術「２」
「１」の実施後３月以内に実施する場合

Ｋ０７０
ガングリオン摘出術「１」手、足、指（手、足）
（手に限る。）

Ｋ６１７ 下肢静脈瘤手術「２」硬化療法（一連として）

Ｋ０９３ 手根管開放手術 Ｋ６１７ 下肢静脈瘤手術「３」高位結紮術
Ｋ０９３－２ 関節鏡下手根管開放手術 Ｋ６１７－４ 下肢静脈瘤血管内焼灼術
Ｋ２０２ 涙管チューブ挿入術「１」涙道内視鏡を用いるもの Ｋ６１７－６ 下肢静脈瘤血管内塞栓術
Ｋ２１７ 眼瞼内反症手術「２」皮膚切開法 Ｋ６５３ 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術１早期悪性腫瘍粘膜切除術

Ｋ２１９ 眼瞼下垂症手術「１」眼瞼挙筋前転法 Ｋ７２１ 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術「１」長径２ｃｍ未満

Ｋ２１９ 眼瞼下垂症手術「３」その他のもの Ｋ７４３
痔核手術（脱肛を含む。）
「２」硬化療法（四段階注射法によるもの）

Ｋ２２４ 翼状片手術（弁の移植を要するもの） Ｋ７４７
肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術
（肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に限る。）

Ｋ２５４
治療的角膜切除術「１」エキシマレーザーによるもの
（角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。）

Ｋ８２３－６ 尿失禁手術（ボツリヌス毒素によるもの）

Ｋ２６８ 緑内障手術「６」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術

※ 参考：ロ_その他の術式（令和6年度版）
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1. 短期滞在

2. 短期滞在手術等基本料３の見直し

外来で一定程度実施の医療機関にて、入院が必要な患者に対する短期滞在３算定で加算を設定

① 新たな項目の追加・点数の見直し（増点41項目、減点32項目）

新設例 Ｋ８７２－３
子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 ２ 組織切除
回収システム利用によるもの 16,876点 -

増点例 Ｋ２８２ 水晶体再建術 １眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの（両側） 33,282点 +2,127点

減点例 Ｋ８９０－３ 腹腔鏡下卵管形成術 95,723点 ▲4,520点

② DPC対象患者の取り扱い変更

⚫ 短期滞在３該当患者 ： DPC算定 ⇒ 短期滞在３算定へ変更

※ ２０１８年度改定以前の形に戻る

③ 新規加算＜入院手術対応加算＞ の設定

加算例 Ｋ０３０ 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術１長径２センチメートル未満 ＋３６６点

施設基準（外来移行指数） 当該医療機関の外来実施率（12例以上のもの） ÷ 全病院実施率 ≧ １．３

厚生 労働 省＿令 和 8 年度 診療 報酬改 定説 明会資 料 よ り 抜粋



Ⅱ ． テーマ別の評価
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1. 臓器移植
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35

1. 臓器移植

認定ドナーコーディネーターを保険医療機関に配置することにより、臓器提供を希望する国民の意思がより尊重され、脳死臓器提供機会の確保等に繋が
ることが期待されること、脳死判定基準に係る関係省令の改正により、法的脳死判定に当たって脳血流消失判定検査等を実施することや、法的脳死判定
後にも継続して補助循環装置等を使用しながら脳死患者の管理を実施することが可能となったこと等を踏まえ、脳死臓器提供管理料の評価を見直す。

1. 脳死臓器提供体制向上加算の新設（脳死臓器提供料の加算）

臓器移植手術に係る評価の新設1. 臓器移植

臓器移植を実施する体制の確保を推進する観点から、臓器採取術及び臓器移植術について、新たな評価を行う。

⚫ 臓器移植実施体制確保加算の新設

新設 脳死臓器提供体制向上加算 ５,０００点

算定
要件

臓器提供に関する専門の知識を有する者（認定ドナーコーディ
ネーター：院内従事者）が臓器提供に係る説明 ※ 認定ドナーコーディネーター：令和７年度中に認定開始予定

2. 脳死判定に係る画像診断、脳死判定後の循環維持費用の加算を新設（脳死臓器提供料の加算）

画像診断 動脈造影カテーテル法 1,920点 SPECT 800点 CT撮影（造影剤使用） 720点

補助循環
の費用

IABP法 2,420点 人工心肺 1,720点 ECMO 1,720点 PCPS 1,790点

補助循環ポンプカテ使用 2,110点 補助人工心臓 2,860点 補助人工心臓 4,960点 植込型補助人工心臓 2,860点

新設 臓器移植実施体制確保加算 手術料×４倍を加算

対象患者 対象の臓器採取術又は臓器移植術を算定する患者

算定要件
臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して、該当
手術実施時に加算を算定
臓器採取術と移植術の医療機関異なる場合は各々算定可

対象
術式

下記の臓器採取術 ・ 臓器移植術に関する術式（肺、心、肝、膵、小腸、腎）

Ｋ５１４－３、Ｋ５１４－４、Ｋ６０５からＫ６０５－４まで、Ｋ６９７－６、Ｋ６９７－７、Ｋ７０９－２からＫ７０９－６まで、Ｋ７１６－５、Ｋ７１６－６、Ｋ７７９－２及びＫ７８０に掲げる手術

中医協総会第623回（令和7年10月29日開催）資料
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1. 臓器移植

質の高い造血幹細胞移植を推進する観点から、臍帯血移植の評価を見直す。

⚫ ＮＧＳ－ＳＢＴ法実施加算の新設（造血幹細胞移植法の加算）

抗HLA抗体検査の算定要件の見直し1. 臓器移植

病歴から抗HLA抗体陽性が疑われる患者以外の移植待機患者においても、抗HLA抗体陽性患者が一定程度存在することを踏まえ、臓器生着率の向
上に資する観点から、抗HLA抗体スクリーニング検査の対象患者を見直す。

⚫ 抗HLA検査スクリーニング検査（自己抗体検査：1,000点）の算定対象見直し

新設 ＮＧＳ－ＳＢＴ法実施加算 ２,０００点

算定
要件

臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験にて、

ＮＧＳ－ＳＢＴ法を用いた場合に算定

改定後要件

下記のいずれかにて、原則1年に１回算定
① 臓器移植後の患者
② 臓器移植ネットワークに移植希望の登録をした患者にて、輸血歴や妊娠歴から抗HLA抗体陽性が疑われる場合

※ 輸血歴・妊娠歴での疑いは削除

中医協総会第623回（令和7年10月29日開催）資料
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